
 ・保険証等を交付

 ・要介護認定

 ・サービスの提供

《給付費（介護報酬）の財源グラフ》  ・利用料の請求

…

 ・介護報酬の支払い

介護保険制度の概要図

 ・保険料の納付

 ・要介護認定の申請

 ・利用料の支払い

（１割～３割負担）

・介護報酬の請求

介護保険の加入者（被保険者）

～介護認定により介護保険のサービスが利用できます～

・介護保険料の納付

・介護が必要になったときに要介護認定の申請

・介護サービスを利用したときに利用料の支払い

保険料

50％

公費

50％

都道府県

の負担金

23％

６５歳以上の

人の保険料
国の負担金

27％

25％

12.5％

12.5％

４０歳～６４歳

の人の保険料市区町村

の負担金

飯塚市（保険者）

～介護保険制度を運営します～

・介護保険料の算定、徴収

・介護保険被保険者証（保険証）等を交付

・要介護認定

・介護サービスを確保、整備

・介護予防、相談などのための

地域支援事業を実施

地域包括支援センター

～介護予防や高齢者の総合的な相談の拠点～

・総合相談支援業務

・介護予防ケアマネジメント

・権利擁護業務

・ケアマネジャーの支援、指導

６５歳以上の人

（第１号被保険者）

・市に介護保険料を納付

・介護が必要になったとき、

市に要介護認定の申請

・介護サービス利用時に

利用料の支払い

４０～６４歳の人
（第２号被保険者）

※医療保険加入者

・介護保険料の納付
（加入中の医療保険と併せて納付）

・介護が必要になったとき、

市に要介護認定の申請
（老化が原因とされる特定疾病が

原因である場合）

・介護サービス利用時に

利用料の支払い

サービス事業者 ～介護サービスを提供します～

・利用者に合ったサービスを提供

在宅サービス、施設サービス、地域密着型サービス 等


